
ロボット芝刈機購入 

特記仕様書 

 

第 1 条（適用） 

 本特記仕様書（以下、「特記仕様書」という。）は、海洋博公園で使用する「ロボット芝刈機購入」（以下、

「本業務」という。）を遂行するのに必要な事項を定める。なお、本特記仕様書中、（一財）沖縄美ら島財団

を「甲」といい、本特記仕様書並びに契約書等に基づき、 甲から委託を受けて本業務を行うものを「乙」と

いう。  

 

第 2 条（目的）  

本業務は、海洋博公園の植物維持管理に用いるロボット芝刈機を購入するものである。  

 

第 3 条（納期及び内容） 

 （1）物品及び数量は以下のとおりとする。 

 品名 型番 単位 数量 備考 

1 オートモア 450X AUTOMOWERTM450X 台 4   

2 ステーションカバー  台 4  

3 ワイヤーキット L ワイヤー長 400M・ペグ 600 本 セット 5   

 

（2）納期：令和 5 年 1 月 15 日までとする。  

 

 第 4 条（納品方法及び支払い方法について）  

（1）乙は甲の指定する場所に納品しなければならない。  

（2）納品時は、甲と乙、ともに数量及び不良品の確認作業に立ち会うものとする。  

（3）支払いについては、納品後に完了払いとする。 

 

 第 5 条（その他）  

その他、特記仕様書に定めのない事項については甲乙協議のうえ定めるものとし、軽微な 事項につい

ては甲の指示に従い本業務の遂行にあたるものとする 


